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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

規 則

○鹿児島県職場適応訓練実施規則の一部を改正する規則（※） （雇用労政課取扱い）１

告 示

○身体障害者福祉法に基づく医師の指定 （障害福祉課取扱い）１

○土地改良区の定款の変更の認可 （農地整備課取扱い）１

○県営土地改良事業の換地計画の決定 （農地整備課取扱い）２

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉

サービス事業者の指定 （大島支庁取扱い）２

鹿児島県職場適応訓練実施規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和８年２月20日

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県規則第５号

鹿児島県職場適応訓練実施規則の一部を改正する規則

鹿児島県職場適応訓練実施規則（昭和55年鹿児島県規則第73号）の一部を次のように改正す

る。

第３条第５号中「下請工場等の」を削る。

附 則

この規則は，公布の日から施行する。

鹿児島県告示第111号

身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１項の規定により，身体障害者手帳の

交付申請に要する診断書を作成する医師を次のとおり指定した。

令和８年２月20日

鹿児島県知事 塩田康一

従事する病院又は診療所 担当する診療科 指定年月
医師の氏名

名 称 所 在 地 目 日

下道 俊 恒心会おぐら病院 鹿屋市笠之原町27番 リハビリテーシ 令和８年

22号 ョン科 ２月９日

小田原 成彬 隼人小田原病院 霧島市隼人町小田 内科 令和８年

240番地 ２月９日

鹿児島県告示第112号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により，令和７年12月22日付けで

肝属南部土地改良区の定款の変更を認可した。
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令和８年２月20日

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県告示第113号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定により，土地改良事業県営中

山間地域農業農村総合整備熊野地区の換地計画を定めたので，関係書類を次のとおり縦覧に供

する。

なお，この決定に不服のある者は，縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に，鹿児

島県知事に対して審査請求をすることができる。

令和８年２月20日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 縦覧書類の名称

換地計画書の写し

２ 縦覧期間

令和８年２月24日から同年３月24日まで

３ 縦覧場所

中種子町役場農林水産課

大島支庁告示第６号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

29条第１項の規定により，次のとおり指定障害福祉サービス事業者として指定した。

令和８年２月20日

大島支庁長 松藤啓介

事 業 所 申 請 者 障 害 福 祉
指 定 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 サ ー ビ ス
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 の 種 類

はっぴーらんど 大島郡喜界町荒 株式会社住岡 愛知県名古屋市 坂井 敦則 令 和 ８ 年 就 労 継 続

喜界 木304 南区寺崎町14番 ２ 月 １ 日 支 援 Ｂ 型

７号寺崎ビル３

階
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